
 1

居宅介護支援重要事項説明書 

１． 担当する介護支援専門員 

担当者     

連絡先   ０８２０－５３－１２９７（午前８時30分～午後5時15分）  

２． 事業所の概要 
 
 事 業 所 名 たぶせ苑指定居宅介護支援事業所  

所 在 地   熊毛郡田布施町大字宿井４０６番地 

管 理 者 藤元 英子（介護支援専門員兼務） 

連 絡 先 
  ＴＥＬ  （０８２０）５３－１２９７ 

  ＦＡＸ  （０８２０）５３－２９４０ 

営 業 日   平日、土曜日、祝祭日 （日曜、年末年始12/30～1/3まで休み） 

営 業 時 間   午前８時３０分～午後５時１５分まで 

サービス提供実施地域  田布施町内 
 

３． 事業所の法人概要 
 

事 業 者 名   社会福祉法人 施 福 会  

所 在 地   熊毛郡田布施町大字宿井４０６番地 

連 絡 先 
  ＴＥＬ ０８２０－５３－１２９４ 
  ＦＡＸ  ０８２０－５３－２９４０ 

代 表 者   理事長  田縁 和明 

法人の行う他の業務 
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護 介護老人福祉施設 障害者支援

施設 グループホームみずき  田布施地域包括支援センター（町より委託） 

  
４． 事業所の職員体制 
 

職     種 職 務 内 容 人員数  

管  理  者 介護支援専門員等の管理、指導・事業の統括 常勤１名（介護支援専門員兼務） 

主任介護支援専門員 

介護支援専門員 

 

 居宅サービス計画の作成・関係機関との連絡調整 
常勤4名（内１名管理者兼務） 

非常勤1名 

  
５． 事業の目的・運営方針 

事 業 の 目

的 

事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介

護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的

とする。 

運営方針 

・利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

出来るように配慮して行うものとする。 

・利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な業者から総合的かつ効率的に提供されるよ

うに配慮する。利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体勢の整備や研修を行う。

又、災害時や感染症等の対応も適切に行う。 

・当事業所は、主任介護支援専門員を含む常勤職員を4名以上配置し、特定事業所加算Ⅱ

を取得するものとする。 
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６．事業者が提供するサービスと利用料金 

事業者は、居宅介護支援として次のサービスを提供します。  

（１）サービスの内容と利用料金 

＜サービスの内容＞ 

①  居宅介護サービス計画の作成 

利用者の家庭を訪問して、利用者の心身の状況、おかれている環境等を把握した

上で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以

下「居宅介護サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し

て、居宅介護サービス計画を作成します。また、医療系サービスの利用にあたっては、

主治の医師等の意見を求めケアプランを交付します。 

当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスの利用状況は別紙のとおりです。 

 

＜居宅介護サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 居宅介護サービス計画作成後の便宜の供与 

・ 利用者及びその家族等、指定居宅介護サービス事業者等との連絡を継続的に行

い、居宅介護サービス計画の実施状況を把握します。 

・ 居宅介護サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅介護サービ

ス事業者等と連絡調整を行います。 

・ 利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

③介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供

する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成

します。  

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅介護サービス計画の原案に盛り込ん

だ居宅介護サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上

で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、

利用者の同意を得た上で決定するものとします。 

②居宅介護サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における居宅

介護サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を

求めます。この場合、提供するサービスの種類が特定の事業者に不当に

偏することがないよう公平・中立に行います。  

①事業者は、介護支援専門員に居宅介護サービス計画の作成に関する業

務を担当させます。  
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③ 居宅介護サービス計画の変更 

   利用者が居宅介護サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅 

介護サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に

基づき、居宅介護サービス計画を変更します。 

 

＜サービス利用料金＞   

居宅介護支援に係るサービス利用料金については、介護保険から全額給付される

ため利用者の自己負担はありません。ただし、利用者の介護保険料の滞納等がある場

合は、下記の利用料をいったん全額お支払いいただきます。この場合、「サービス提供

証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住いの市町に居宅介護サービス計画

費の支給申請を行ってください。 
 

居宅介護支援費 要介護 １ ・ ２   要介護 ３ ・ ４ ・ ５  

１か月                10,860 円      14,110 円   

  

・ 利用料は、利用月の翌月１０日までに請求しますので、請求月の２５日までにお支

払いください。 

・ お支払いは、次のいずれかの方法でお支払いください。 

          ・事業者指定口座への振り込み 

    ・利用者指定口座からの自動振替 

    ・現金支払い 

 

（２） 交通費 

・ 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利

用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

 （交通費は、その都度お支払いください。） 

・ 事業所の車で訪問したときは、町の境から自宅までの走行距離１㎞あたり８０円（１㎞

を増すごとに８０円加算）で計算したガソリン代をいただきます。（サービス利用月の翌

月１０日までに請求しますので、その月の２５日までにお支払いください。） 
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７．介護支援専門員の交替等 

（１） サービス提供を行う介護支援専門員 

担当の介護支援専門員を決定します。 

 

（２） 介護支援専門員の交替  

     ① 事業者からの介護支援専門の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が

生じないよう十分に配慮するものとします。 

② 利用者からの交替の申出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員

が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事

業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者か

ら特定の介護支援専門員の指名はできません。 

③ 利用者から居宅介護支援事業所の変更を申し出ることができます。   

 

８．秘密の保持及び個人情報保護について 

   事業者及び事業所の従業員は、居宅介護サービスを提供するうえで知り得た利用者及

びその家族等に関する事項を契約中はもとより契約終了後においても第三者に漏らすこと

はしません。 ただし、たぶせ苑指定居宅介護支援利用契約書第９条第３項の第一号から

第八号の使用目的において、最低限必要な利用者及びその家族の個人情報を使用いた

します。 

  また、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、契約者その他の関係者との

連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施する

ために、緊急時対応計画を作成いたします。    

 

９．損害賠償について 

   事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠

償いたします。だだし、その損害の発生について、事業者に故意又は過失がない場合には

この限りでないものとします。また当該事故発生につき契約者に重大な過失がある場合に

は、損害賠償の額を減じることができるものとします。 

 

１０．利用者からの中途解約・契約解除の申し出 

   利用者は、本契約の有効期間中であっても、利用者から利用契約を解約することができ

ます。また事業者もしくは介護支援専門員が次のような行為を行ったときは、本契約を解

約することができます。 

① 介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合 

② 介護支援専門員が故意または過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信
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用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認

められた場合には、利用者は契約終了希望する７日前までに事業者に通知するものと

します。 

 

１１．契約の終了について 

   契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ます。 

契約終了の事由 

  ① 利用者の死亡 

  ② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖し

た場合 

④ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ 利用者から契約解除の申し出があった場合 

⑥ 利用者や家族等から当事業所の従業員等に対して、サービス提供時（面談・電話・訪

問等）において暴言や暴力行為、脅迫行為、ハラスメント行為及びそれに類する行為

により契約継続できないと判断し、事業者から契約解除を申し出た場合 

 

１２．業務継続計画の策定について 

    事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

    また、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するものとします。 

    定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とします。 

 

１３．感染症の予防及びまん延防止のための措置について 

   事業所は、感染症の発生又はまん延防止のため、次の措置を講じるものとします。 

① 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6 月に 1

回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底します。 

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練を実

施します。 

 

１４．虐待防止について 

    事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止するため次の措置を

講ずるものとします。 
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① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業員に周知徹底します。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 従業員に対し、虐待防止のための定期的な研修を実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所の従業員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを町に通報します。 

 

１５．身体拘束について 

   ① 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束を行わないものとします。 

② 身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 

１６．ハラスメント防止について 

   事業所は、ハラスメント防止のため、次の措置を講じるものとします。 

① ハラスメント防止のための指針を整備します。 

② 従業員に対し、ハラスメント防止のための研修を実施します。 

③ ハラスメント防止の措置を講じるための相談窓口及び担当者を置きます。 

④ 契約者は、サービス内容に疑問や不満がある場合、又は従業員からのハラスメン

ト、疑わしい態度や行為等を感じた場合は速やかに必要な対応をします。 

⑤ 契約者やその家族等による暴言や暴力行為、脅迫行為、ハラスメント行為及びそ

れに類する行為を受けた場合は、居宅介護支援利用契約書第 14 条に基づき必

要な措置を講じます。 

 

１７．苦情処理体制及び手順 

（１） 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付ける 

為の窓口を設置します。 

                                      

  苦情申立の窓口 

 受付場所  たぶせ苑指定居宅介護支援事業所 

 受付日時  月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

 電話番号   ０８２０（５３）１２９７ 

担当者  管理者 

苦情担当責任者 

特別養護老人ホーム たぶせ苑 管理者               

（社会福祉法人施福会 理事） 
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行政機関その他苦情受付機関 

田布施町 健康 保険課  

長寿支援係 

所在地 田布施町大字下田布施 3440 番地 1 

電話番号 0820-52-5809   ＦＡＸ  0820-52-5967  

受付時間 8：30～17：15 

山口県国民健康保険団体

連合会 

所在地 山口市大字朝田 1980 番地 7 

電話番号 083-995-1010   ＦＡＸ  083-934-3665 

受付時間 9：00～17：00 

  

（２） 苦情に適切に対応するための手順は、次のとおりとする。 

    ・ 苦情処理台帳に記載 

    ・ 苦情についての事実確認を行う 

    ・ 苦情処理方法を記載し、管理者決裁 

    ・ 処理処遇について関係者と連携を行う 

    ・ 苦情処理の改善について利用者に確認を行う 

    ・ 苦情処理は１日以内に行われることを原則とする 

    ・ 苦情処理についての結果等を台帳に記載する 

 

１８．サービス提供中における緊急時の対応 

 利用者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従い対応いたします。緊急連絡先に連絡い

たします。 

 入院が必要となった場合は、本人・家族より介護支援専門員の名前や連絡先を医療機関に

知らせてください。 

 


